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令和 7 年度第 2 回青森市都市計画審議会 会議概要 

 

会議名 令和 7 年度第 2 回青森市都市計画審議会 

開催日時・場所 令和 8年 2月 5 日（木） 14 時 00 分～14 時 30 分 

青森市役所議会棟 第 1・2 委員会室 

 

 

 

出席者 

 

 

      

＜都市計画審議会委員＞ 

赤平勇人 委員, 足達健夫 委員, 一戸善正 委員, 工藤真人 委員 

里村誠悦 委員, 関貴光 委員, 竹山美虎 委員 

千葉康一 委員, 中田靖人 委員, 福士修身 委員 

三好美紀 委員, 最上伸子 委員, 雪森正三 委員 

＜事務局＞ 

都市整備部      部長 中井諒介 

都市政策課     課長 武田泰孝, 室長 白取芳樹 

主幹 田中日出紀, 主幹 京谷智 

主査 熊谷佳祐, 主査 片岸道悟 

主査 相馬一毅, 技師 小川恵介 

欠席者 阿部伸樹 委員, 藤田誠 委員, 森内之保留 委員, 山本武朝 委員 

議 事 の 要 旨 

事務局 ・諮問第 1 号 青森都市計画第一種市街地再開発事業の決定（青森市決定） 

（本町一丁目 2 番地区） 

・諮問第 2 号 青森都市計画高度利用地区の変更（青森市決定） 

       （本町一丁目 2 番地区の追加） 

関連があるため、配付資料にて一括で説明。 

委 員 再開発事業の施行区域に入っていない土地が一部あるが、これには理由があ

るのか。 

事務局 当該の土地・建物の所有者が再開発事業への参加意向を示さなかったため、

事業者においては、その土地を除く形で再開発構想を立案したためである。 

なお、参加意向を示さなかった土地・建物の所有者については、再開発事業

に反対しているということではなく、ご理解をいただいた上での不参加である

と事業者より伺っている。 

再開発事業の施行区域は不整形となるが、予定している施設の配置に支障の

無いよう、事業者が検討しているとのことであるので、本市としては、再開発

事業の目的である、都市の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新は図ら

れていくものと考えている。 

委 員 再開発事業の施行区域に隣接している道路にはアーケードが設置されている

が、予定されている建物が建った際にはアーケードはどうなるのか。 
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事務局  アーケードの所有者と協議の上、了承が得られれば撤去する予定であるが、

冬季間の雪対策として、建物の周辺部分には融雪装置を設置し、歩行者の安全

性や快適性を図る計画としている。 

委 員  アーケードが撤去された場合、予定している建物からの落雪対策はどうなる

のか。 

事務局 事業者において、今後、落雪等の対策を考慮した上で、建物の設計を進めて

いくことになる。 

委 員 隣接している道路部分にも再開発事業の施行区域が含まれているが、道路の

下に地下駐車場を想定しているのか。 

事務局  この再開発事業の施行区域の設定については、道路の下への地下駐車場を想

定しているものではない。 

工事は民地の中で行うことが主であるが、当然にして、歩道部分や車道から

の取付け部分等の道路上での工事も発生する。 

そのため、一般的には、敷地に隣接している道路の半断面までを含めて再開

発事業の施行区域を設定するという事例が多く、同様に本事業も隣接している

道路の半断面までを再開発事業の施行区域としている。 

委 員 住宅部分と商業施設部分の駐車場は確保されているのか。 

事務局 施行区域の海側にタワーパーキング型の立体駐車場を設置する予定であり、

現時点では、規模が 80 台程度と事業者より伺っている。 

青森市駐車場条例に定める算定基準に応じて駐車施設の設置が義務付けられ

ることになるが、駐車需要については、共同住宅の世帯構成や誘致するテナン

トの内容等も考慮する必要があることから、規模については現在の計画をベー

スとしながら事業者が今後検討していくことになる。 

議 長 他に質問や意見がなければ、諮問第 1号及び諮問第 2号についてお諮りする。 

異議はないか。 

委 員 （異議なしの声あり） 

議 長 異議がないようなので、諮問第 1 号及び諮問第 2 号については、異議ないも

のとして市長に答申することとする。 

議 長 以上で、本日の議事を終了する。 

 


